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固
定
資
産
税
は
、
資
産
価
値
に
応
じ
て

課
税
し
ま
す
。
土
地
と
家
屋
は
、
全
国
一

律
に
評
価
額
を
３
年
間
据
え
置
き
、
３
年

ご
と
に
評
価
額
を
見
直
す
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
土
地
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
地

価
が
下
落
し
て
い
る
場
合
で
、
価
格
を
据

え
置
く
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
は
、
評

価
替
え
が
行
わ
れ
る
年
で
な
く
て
も
価

格
を
修
正
す
る
措
置
を
取
っ
て
い
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
は
、
下
記
の
グ
ラ
フ
に
示

す
通
り
、
市
の
税
収
全
体
の
約
４
割
を
占

め
て
お
り
、
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行

う
た
め
の
大
切
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

例
え
ば
、
住
宅
が
で
き
れ
ば
、
水
道
の

整
備
や
ご
み
・
し
尿
の
処
理
施
設
、
学
校

な
ど
の
教
育
施
設
、
消
防
・
防
災
な
ど
の

生
活
安
全
対
策
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
固
定
資
産
税
な
ど
の
税
金
は
、
こ
れ

ら
の
地
域
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
の
た

め
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

　　
「
み
な
す
課
税
」と
は
、
仮
換
地
指
定

さ
れ
使
用
収
益
を
開
始
し
た
土
地
や
保

留
地
に
つ
い
て
、
使
用
す
る
人
を
土
地
の

所
有
者
と
み
な
し
て
課
税
す
る
も
の
で

す
（
地
方
税
法
第
３
４
３
条
第
６
項
）。

た
だ
し
、
保
留
地
に
つ
い
て
は
、「
み
な

す
課
税
」を
実
施
せ
ず
、
事
業
の
施
行
者

（
U
Ｒ
都
市
機
構
）に
課
税
し
ま
す
。

　

こ
の
み
な
す
課
税
は
、
賦
課
期
日
（
１

月
１
日
）
現
在
で
の
仮
換
地
さ
れ
た
土

地
の
地
積
、
現
況
地
目
で
行
い
、
換
地
処

分
さ
れ
る
ま
で
続
き
ま
す
。

 　

み
な
す
課
税
の
税
額
の
算
定
は
、
一
般

的
な
土
地
の
固
定
資
産
税
額
算
定
と
同

じ
方
法
で
行
い
ま
す
。

　

完
成
し
た
道
路
や
区
画
を
も
と
に
土

地
を
評
価
し
ま
す
。
土
地
区
画
整
理
事
業

に
よ
っ
て
道
路
な
ど
の
公
共
施
設
が
整

備
さ
れ
、
土
地
の
利
用
環
境
が
著
し
く
向

上
す
る
こ
と
か
ら
、
土
地
区
画
整
理
事
業

前
と
比
べ
る
と
土
地
の
評
価
は
高
く
な

り
ま
す
。

　

地
方
税
法
改
正
法
案
の
国
会

審
議
の
影
響
に
よ
り
、
納
税
通

知
書
を
４
月
に
発
送
で
き
な
く

な
り
ま
し
た
。平
成
24
年
度
は
、

納
税
通
知
書
（
納
付
書
・
口
座

振
替
通
知
書
）の
発
送
時
期
お

よ
び
第
１
期
納
期
限
を
次
の
通

り
変
更
し
ま
す
。

平
成
24
年
度
固
定
資
産
税
の

第
一
期
納
期
限
を
変
更
し
ま
す

土地・家屋の評価額を見直します
　土地や家屋、償却資産（事業用の機械や備品）を総称して固定資産といいます。固定資産
税は、毎年１月１日現在で固定資産を所有しているかたに納めていただく税金です。
　評価替えは、固定資産税の対象となる固定資産（土地と家屋）の価格を、地価や建築費の
変動に応じて適正な価格に見直す制度です。

評
価
替
え
は
３
年
ご
と
に
実
施
し
ま
す

「
み
な
す
課
税
」に
つ
い
て

固
定
資
産
税
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

た
め
の
大
切
な
財
源
で
す

評
価
方
法
と
税
額
に
つ
い
て

納税通知書
の発送時期

※口座振替をご利用のかたについては、第１期分の
　口座振替日は５月３１日となります。

第１期
納期限

変更前 変更後

４月上旬

５月１日（火）　　　  ５月３１日（木）

５月上旬

　

ま
た
、
土
地
の
固
定
資
産
税
額
は
、
土

地
の
形
状
や
利
用
状
況
に
よ
り
算
定
さ

れ
ま
す
。

　

従
前
地
が
農
地
や
山
林
で
、
土
地
を

駐
車
場
や
店
舗
、
事
務
所
な
ど
の
非
住

宅
用
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
税
額
が
大
幅
に
高
く
な
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
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使用収益が開始された土地

原町
津丸
線

土地区画整理事業（福間駅東地区）の
使用収益が開始された土地について

平成23年度の市税収入内訳（予算）平成23年度の収入（予算）

（単位：千円）

固定資産税
42.9%

市税市税
26.4%

個人市民税
46.7%

地方交付税
27.2%

4.1%
法人市民税

繰入金
5.5%

市債 13.3%
その他 9.2% 軽自動車税 1.7% 4.6%その他

国県支出金国県支出金
18.4%

市 税
地方交付税
国県支出金
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繰 入 金
市 債
そ の 他
合 計

（単位：千円）

固定資産税
個人市民税
法人市民税
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軽自動車税
そ の 他
合 計
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